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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　
平成22年度
第３四半期連結
累計期間

平成23年度
第３四半期連結
累計期間

平成22年度

　

(自平成22年
４月１日

至平成22年
12月31日)

(自平成23年
４月１日

至平成23年
12月31日)

(自平成22年
４月１日

至平成23年
３月31日)

経常収益 百万円 40,757 40,775 53,818

経常利益 百万円 5,994 5,674 5,151

四半期純利益 百万円 2,721 2,676 ―

当期純利益 百万円 ― ― 2,396

四半期包括利益 百万円 3,641 5,560 ―

包括利益 百万円 ― ― 1,468

純資産額 百万円 88,670 89,858 86,039

総資産額 百万円 2,315,7652,396,5342,317,546

１株当たり四半期純利益金額 円 12.96 12.92 ―

１株当たり当期純利益金額 円 ― ― 11.41

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

円 12.96 12.90 ―

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

円 ― ― 11.41

自己資本比率 ％ ― ― 3.46

　

　
平成22年度第３四半期
連結会計期間

平成23年度第３四半期
連結会計期間

　
(自  平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

(自  平成23年10月１日
至　平成23年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 円 6.07 3.61

(注) １．当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
２．第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４  経理の状況」中、「１  四半期
連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。

３．平成22年度第３四半期連結累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」及び平成22年度の
「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」算定にあたり、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」
（企業会計基準第２号平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第４号平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しておりますが、表示上の数値には影響あ
りません。

４．平成22年度第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定に当たり、「包括利益の表示に関する会計基
準」（企業会計基準第25号平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

　
２ 【事業の内容】

　
当第３四半期連結累計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）が営む事業の内容につ
いては、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事業等のリスク
については、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありま
せん。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行
及び連結子会社)が判断したものであります。

　
(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）の業績につきましては、以下の
とおりとなりました。
  主要勘定につきましては、譲渡性預金を含む総預金は、個人預金及び公金預金の増加等により前連結会
計年度末比1,337億円増加し2兆2,423億円となりました。貸出金は、主に一般法人向け貸出の増加により、
前連結会計年度末比108億円増加し1兆3,895億円となりました。有価証券は、前連結会計年度末比281億円
増加し8,029億円となりました。
  損益勘定につきましては、経常収益は貸出金利息は減少したものの、有価証券関係収益の増加等によ
り、前年同四半期とほぼ同水準の407億75百万円となりました。また、経常費用は有価証券関係損失の増加
等により、前年同四半期比3億38百万円増加の351億円となりました。この結果、経常利益は前年同四半期
比3億20百万円減益の56億74百万円となり、四半期純利益についても前年同四半期比45百万円減益の26億
76百万円となりました。
  セグメントの業績は、次のとおりであります。

　
（銀行業務）

銀行業務の経常収益は、有価証券関係収益の増加等により、前年同四半期比4億2百万円増収の324億99
百万円となりました。一方、セグメント利益は有価証券関係損失の増加等により前年同四半期比4億93百
万円減益の49億47百万円となりました。

（リース業務）

リース業務の経常収益は、前年同四半期比1億71百万円減収の42億11百万円となりました。一方、セグメ
ント利益は前年同四半期比19百万円増益の3億円となりました。

（その他の業務）

その他の業務の経常収益は、割賦収入の減少等により前年同四半期比5億22百万円減収の48億68百万円
となりました。一方、セグメント利益は与信費用の減少等により、前年同四半期比1億52百万円増益の4億
35百万円となりました。

　
国内・国際業務部門別収支

国内業務部門の資金運用収支は前年同四半期比3億6百万円減少の232億98百万円となりました。これは
預金利回りの低下等により資金調達費用が前年同四半期比5億75百万円減少した一方で、貸出金の利回り
低下等により資金運用収益が前年同四半期比8億81百万円減少したことによるものであります。また役務
取引等収支は、役務取引等収益の増加により、前年同四半期比1億66百万円増加し24億7百万円となり、そ
の他業務収支は、債券売却益の増加等により前年同四半期比7億51百万円増加し10億18百万円となりまし
た。
国際業務部門の資金運用収支は、資金調達費用の減少により前年同四半期比14百万円増加の3億1百万
円となりました。一方、役務取引等収支は、前年同四半期比2百万円減少の4百万円となり、その他業務収支
は債券償還益の減少等により前年同四半期比1億60百万円減少し9億5百万円となりました。
この結果合計では、資金運用収支は前年同四半期比2億91百万円減少の236億円、役務取引等収支は前年
同四半期比１億64百万円増加の24億11百万円、その他業務収支は前年同四半期比5億91百万円増加の19億
24百万円となりました。
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種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 23,604 287 23,891

当第３四半期連結累計期間 23,298 301 23,600

  うち資金運用収益

前第３四半期連結累計期間 26,064 388
49

26,402

当第３四半期連結累計期間 25,183 378
48

25,514

  うち資金調達費用
前第３四半期連結累計期間 2,460 100

49
2,511

当第３四半期連結累計期間 1,885 77
48

1,913

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 2,241 6 2,247

当第３四半期連結累計期間 2,407 4 2,411

  うち役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 3,818 22 3,841

当第３四半期連結累計期間 3,977 19 3,997

  うち役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 1,577 16 1,593

当第３四半期連結累計期間 1,569 15 1,585

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 267 1,065 1,333

当第３四半期連結累計期間 1,018 905 1,924

  うちその他業務収益
前第３四半期連結累計期間 267 1,065 1,333

当第３四半期連結累計期間 1,492 935 2,427

  うちその他業務費用
前第３四半期連結累計期間 ― ― ―

当第３四半期連結累計期間 473 30 503
(注)１．国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取引

であります。
ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２．資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息
であります。

　
国内・国際業務部門別役務取引の状況
国内業務部門の役務取引等収益は代理業務による収益が増加したこと等から、前年同四半期比１億59
百万円増加し39億77百万円となり、役務取引等費用は前年同四半期比8百万円減少し15億69百万円となり
ました。
国際業務部門の役務取引等収益は為替業務による収益が減少したこと等から、前年同四半期比3百万円
減少し19百万円となり、役務取引等費用は前年同四半期比1百万円減少し15百万円となりました。
この結果合計では、役務取引等収支は前年同四半期比１億64百万円増加の24億11百万円となりました。
　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 3,818 22 3,841

当第３四半期連結累計期間 3,977 19 3,997

  うち預金・貸出業務
前第３四半期連結累計期間 1,819 ― 1,819

当第３四半期連結累計期間 1,839 ― 1,839

  うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 1,116 21 1,137

当第３四半期連結累計期間 1,055 19 1,075

  うち証券関連業務
前第３四半期連結累計期間 50 ― 50

当第３四半期連結累計期間 50 ― 50

  うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 704 ― 704

当第３四半期連結累計期間 910 ― 910

  うち保護預り・
  貸金庫業務

前第３四半期連結累計期間 76 ― 76

当第３四半期連結累計期間 72 ― 72

  うち保証業務
前第３四半期連結累計期間 52 1 53

当第３四半期連結累計期間 46 0 47

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 1,577 16 1,593

当第３四半期連結累計期間 1,569 15 1,585

  うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 250 16 267

当第３四半期連結累計期間 241 15 257
(注)  国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取引で
あります。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○  預金の種類別残高(末残)
　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第３四半期連結会計期間 2,107,116 5,478 2,112,594

当第３四半期連結会計期間 2,115,559 5,569 2,121,129

  うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 1,004,872 ― 1,004,872

当第３四半期連結会計期間 1,052,801 ― 1,052,801

  うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 1,092,587 ― 1,092,587

当第３四半期連結会計期間 1,057,377 ― 1,057,377

  うちその他
前第３四半期連結会計期間 9,656 5,478 15,134

当第３四半期連結会計期間 5,380 5,569 10,949

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 37,930 ― 37,930

当第３四半期連結会計期間 121,270 ― 121,270

総合計
前第３四半期連結会計期間 2,145,046 5,478 2,150,524

当第３四半期連結会計期間 2,236,829 5,569 2,242,399

(注) １．国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取
引であります。ただし、当行の円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
２．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
３．定期性預金＝定期預金＋定期積金

　

国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○  業種別貸出状況(残高・構成比)
　

業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

貸出金残高(百万円) 構成比(％) 貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内(除く特別国際金融取引勘定分) 1,354,596100.00 1,389,586100.00

  製造業 139,685 10.31 144,820 10.42

  農業、林業 7,426 0.55 7,243 0.52

  漁業 4,428 0.33 4,870 0.35

  鉱業、採石業、砂利採取業 95 0.01 49 0.01

  建設業 49,767 3.67 48,534 3.49

  電気・ガス・熱供給・水道業 18,259 1.35 24,085 1.73

  情報通信業 8,292 0.61 10,752 0.78

  運輸業、郵便業 50,692 3.74 56,011 4.03

  卸売業、小売業 148,312 10.95 145,114 10.44

  金融業、保険業 55,141 4.07 58,696 4.23

  不動産業、物品賃貸業 91,575 6.76 92,866 6.68

  各種サービス業 131,160 9.68 128,115 9.22

  政府・地方公共団体 361,839 26.71 383,264 27.58

  その他 287,917 21.26 285,160 20.52

特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―

  政府等 ― ― ― ―

  金融機関 ― ― ― ―

  その他 ― ― ― ―

合計 1,354,596― 1,389,586―
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 294,000,000

計 294,000,000

　
② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月６日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 211,121,615同左
東京証券取引所
第１部

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 211,121,615同左 ― ―

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年12月31日 ― 211,121 ― 19,562,602 ― 12,916,434

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　
平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式   1,421,000

―
株主としての権利内容に制
限のない、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 208,284,000 208,284 同  上

単元未満株式 普通株式   1,416,615― 同  上

発行済株式総数 211,121,615 ― ―

総株主の議決権 ― 208,284 ―

（注）当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できな
いため、記載することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿に
よる記載をしております。

　

② 【自己株式等】

平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社青森銀行

青森県青森市
橋本一丁目９番30号

1,421,000 ― 1,421,0000.67

計 ― 1,421,000 ― 1,421,0000.67

　
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、

「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

　

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自平成23年10月

１日  至平成23年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日  至平成23年12月31日）

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

現金預け金 91,767 64,069

コールローン及び買入手形 － 52,532

買現先勘定 － 19,996

買入金銭債権 286 788

商品有価証券 431 307

金銭の信託 566 －

有価証券 ※1
 774,783

※1
 802,911

貸出金 ※2
 1,378,693

※2
 1,389,586

外国為替 2,697 574

リース債権及びリース投資資産 12,161 11,157

その他資産 23,410 22,292

有形固定資産 23,416 22,890

無形固定資産 2,204 1,960

繰延税金資産 8,670 6,415

支払承諾見返 16,624 16,447

貸倒引当金 △18,168 △15,396

資産の部合計 2,317,546 2,396,534

負債の部

預金 2,050,085 2,121,129

譲渡性預金 58,550 121,270

コールマネー及び売渡手形 10,000 －

借用金 57,050 30,979

外国為替 18 21

社債 20,000 －

その他負債 12,374 10,830

賞与引当金 635 5

役員賞与引当金 19 23

退職給付引当金 3,103 3,221

役員退職慰労引当金 16 13

睡眠預金払戻損失引当金 416 459

再評価に係る繰延税金負債 2,613 2,275

支払承諾 16,624 16,447

負債の部合計 2,231,507 2,306,676
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

資本金 19,562 19,562

資本剰余金 12,916 12,916

利益剰余金 42,549 43,895

自己株式 △869 △1,348

株主資本合計 74,158 75,026

その他有価証券評価差額金 4,259 6,445

繰延ヘッジ損益 △179 △190

土地再評価差額金 2,133 2,516

その他の包括利益累計額合計 6,213 8,771

新株予約権 23 40

少数株主持分 5,643 6,020

純資産の部合計 86,039 89,858

負債及び純資産の部合計 2,317,546 2,396,534
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

経常収益 40,757 40,775

資金運用収益 26,402 25,514

（うち貸出金利息） 19,807 18,828

（うち有価証券利息配当金） 6,376 6,522

役務取引等収益 3,841 3,997

その他業務収益 1,333 2,427

その他経常収益 9,179 8,836

経常費用 34,762 35,100

資金調達費用 2,511 1,913

（うち預金利息） 1,912 1,403

役務取引等費用 1,593 1,585

その他業務費用 － 503

営業経費 19,061 18,601

その他経常費用 ※1
 11,596

※1
 12,496

経常利益 5,994 5,674

特別利益 10 36

固定資産処分益 2 36

償却債権取立益 7

特別損失 886 383

固定資産処分損 77 72

減損損失 809 254

その他の特別損失 － ※2
 56

税金等調整前四半期純利益 5,117 5,328

法人税、住民税及び事業税 290 663

法人税等調整額 1,823 1,606

法人税等合計 2,113 2,269

少数株主損益調整前四半期純利益 3,004 3,058

少数株主利益 282 381

四半期純利益 2,721 2,676
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,004 3,058

その他の包括利益 637 2,501

その他有価証券評価差額金 673 2,189

繰延ヘッジ損益 △36 △11

土地再評価差額金 323

四半期包括利益 3,641 5,560

親会社株主に係る四半期包括利益 3,371 5,174

少数株主に係る四半期包括利益 269 385
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【会計方針の変更等】

　

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

（会計方針の変更）

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号平成22年６月

30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第４号平成22年６月30

日）を適用しております。

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評

価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

なお、これによる影響については、「１株当たり情報に関する注記」に記載しております。

　

　

【追加情報】

　

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号平成21年12月４日）を適用しております。

（法人税率の変更等による影響）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法

律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度か

ら法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延

税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.37％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平

成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.18％に、平成27年４月１日に

開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.32％となります。この税率変更により、繰延

税金資産が54百万円増加、有価証券評価差額金が505百万円増加、繰延ヘッジ損益が3百万円減少、法人税等調整額が

447百万円増加し、また再評価に係る繰延税金負債が323百万円減少、土地再評価差額金が323百万円増加しておりま

す。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

※１．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融

商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は5,240百万円であります。

※１．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融

商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は5,790百万円であります。

※２．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。

破綻先債権額 2,680百万円

延滞債権額 36,589百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1百万円

貸出条件緩和債権額 4,768百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※２．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。

破綻先債権額 2,406百万円

延滞債権額 32,025百万円

３ヵ月以上延滞債権額 －百万円

貸出条件緩和債権額 3,576百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

※１．その他経常費用には、貸倒引当金繰入額1,524百万

円、貸出金償却82百万円、株式等売却損773百万円及

び株式等償却78百万円を含んでおります。

 
―

※１．その他経常費用には、貸出金償却48百万円、貸倒引

当金繰入額851百万円、株式等売却損1,231百万円及

び株式等償却1,709百万円を含んでおります。

※２．その他の特別損失は、連結子会社における事業譲

渡に係る損失であります。

　
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３
四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 1,780百万円 減価償却費 1,528百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．配当金支払額

　

(決議)
株式の
種類

配当金の総額
(百万円)

１株当たりの
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 629 3.0平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金

平成22年11月12日
取締役会

普通株式 629 3.0平成22年９月30日 平成22年12月10日 利益剰余金

　
　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　
該当ありません。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

　

(決議)
株式の
種類

配当金の総額
(百万円)

１株当たりの
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 625 3.0平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金

平成23年11月11日
取締役会

普通株式 629 3.0平成23年９月30日 平成23年12月９日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　
該当ありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　
平成23年４月から７月に定款の定めによる取締役会決議に基づき市場から自己株式564百万円を取得

し、単元未満株式の買取りにより自己株式1百万円を取得しております。また、新株予約権の行使より自己

株式が13百万円減少し、従業員持株ＥＳＯＰ信託による売却により自己株式が74百万円減少しておりま

す。この結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が478百万円増加し、当第３四半期連結会計期

間末において自己株式が△1,348百万円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

　
１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 （単位：百万円）

　

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期
連結損益
計算書
計上額

銀行業務 リース業務 計

経常収益 　 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に対する
      経常収益

31,8543,96435,8194,93740,757 ― 40,757

  (2) セグメント間の内部
      経常収益

243 418 661 452 1,113△1,113 ―

計 32,0974,38236,4805,39041,871△1,11340,757

セグメント利益 5,440 281 5,722 283 6,005 △10 5,994

(注) １．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、割賦販売業務、クレジットカー
ド業務及び信用保証業務等を含んでおります。
３．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

銀行業務セグメントにおいて、営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価
の下落により、投資額の回収が見込めなくなった資産について、減損損失を計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、809百万円であります。
　
（のれんの金額の重要な変動）
該当ありません。

　
（重要な負ののれん発生益）
該当ありません。

　
Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　
１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 （単位：百万円）

　

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期
連結損益
計算書
計上額

銀行業務 リース業務 計

経常収益 　 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に対する
      経常収益

32,3153,90836,2244,55140,775 ― 40,775

  (2) セグメント間の内部
      経常収益

183 303 486 317 804 △804 ―

計 32,4994,21136,7114,86841,579△804 40,775

セグメント利益 4,947 300 5,248 435 5,683 △8 5,674

(注) １．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、割賦販売業務、クレジットカー
ド業務及び信用保証業務等を含んでおります。
３．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。
４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

銀行業務セグメントにおいて、営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価
の下落により、投資額の回収が見込めなくなった資産について、減損損失を計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、254百万円であります。

　
（のれんの金額の重要な変動）
該当ありません。

　
（重要な負ののれん発生益）
該当ありません。

　
(金融商品関係)

企業集団の事業の運営において重要なものとなっておりますが、前連結会計年度の末日に比して著しい
変動はありません。

　
(有価証券関係)

Ⅰ　前連結会計年度

　

　その他有価証券（平成23年３月31日現在）

　 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額(百万円)

株式 27,461 23,911 △3,550

債券 666,376 677,363 10,986

国債 333,385 338,977 5,591

地方債 187,021 190,699 3,677

社債 145,969 147,687 1,717

その他 54,795 54,530 △264

外国証券 34,336 35,705 1,368

その他 20,458 18,825 △1,633

合計 748,633 755,804 7,171

　
Ⅱ　当第３四半期連結会計期間

　
※１．企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認め
られるものは、次のとおりであります。

※２．四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。

　

　その他有価証券（平成23年12月31日現在）

　 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 23,303 18,809 △4,493

債券 695,102 712,292 17,189

国債 326,167 333,854 7,687

地方債 184,354 191,716 7,362

社債 184,581 186,721 2,139

その他 56,295 53,597 △2,698

外国証券 35,617 35,642 24

その他 20,678 17,955 △2,722

合計 774,701 784,699 9,997
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(注）その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価
まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計
上額とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間の損失として処理(以下「減損処理」とい
う。)しております。
当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、1,708百万円（株式）であります。
なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて50％以上下落したもの及び時価が取
得原価に比べて30％以上50％未満下落したものから時価の回復する見込みがあると認められる場合を除
いたものを減損処理の対象としております。

　
（金銭の信託関係）

企業集団の事業の運営において重要なものはないことから、注記を省略しております。

　
(デリバティブ取引関係)

Ⅰ  前連結会計年度

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日に

おける契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、

次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク

を示すものではありません。

　
金利関連取引(平成23年３月31日現在)

該当事項はありません。

　
Ⅱ  当第３四半期連結会計期間

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認めら
れるものは、次のとおりであります。

　
「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号）等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、下記記載から除
いております。

　
金利関連取引(平成23年12月31日現在)

区分 種類
契約額等
(百万円)

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

店頭
金利スワップ 　 　 　

受取変動・支払固定 5,000 △319 9

　 合計 ――― △319 9

（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
　

　（ヘッジ会計の中止）

従来、金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用しておりました
が、当四半期連結会計期間末においてはヘッジ有効性が認められないと判断されたためヘッジ会計を中
止しております。
なお、ヘッジ手段についてヘッジ会計の中止以降の評価差額の変動額を当四半期連結累計期間の損益
として処理しております。

　
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及
び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

(1)１株当たり四半期純利益金額 円 12.96 　12.92

(算定上の基礎) 　 　 　

四半期純利益 百万円 2,721 2,676

普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―

普通株式に係る四半期純利益 百万円 2,721 2,676

普通株式の期中平均株式数 千株 209,906 207,155

　 　 　

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益金額

円 12.96 12.90

(算定上の基礎） 　 　 　

四半期純利益調整額 百万円 ― ―

普通株式増加数 千株 60 192

　うち新株予約権 千株 60 192

希薄化効果を有しないため潜在株式調整
後１株当たり四半期純利益金額の算定に
含めなかった潜在株式で、前連結会計年
度末から重要な変動があったものの概要

　 ― ―

　
（会計方針の変更）

第１四半期連結会計期間より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号平
成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第４号平成22年６月30日）を適用しております。
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定する
ストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック
・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更し
ております。
なお、これによる潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に与える影響は軽微であります。

　
(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　
２ 【その他】

中間配当

第104期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）中間配当につきましては、平成23年11月11日
開催の取締役会において、平成23年９月30日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間
配当を行うことを決議いたしました。

　
① 配当金の総額                                   629百万円
② １株当たりの配当額                              ３円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日    平成23年12月９日

　

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年２月６日

株式会社青森銀行

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    植    村    文    雄    ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    久 保 澤    和    彦    ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐　　藤    武　　男    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社青森銀行の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平
成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12
月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社青森銀行及び連結子会社の平成23年
12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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